
【資料２】

令和４年１０月から開始した図書館サービスについて

１ 電子図書サービス（10 月 3 日からサービス開始） 

 電子データ化した書籍を、インターネットにつないだパソコンやスマートフォン等で、貸出・閲

覧できるサービス。図書館の利用カード番号とパスワードで貸出・閲覧でき、図書館のホームペー

ジから紙の図書とあわせて検索することが可能。

サービスの概要

  ・利用対象  市内在住者、川口市立高等学校の生徒

・貸出点数  3点以内
・貸出期間  2週間以内 
・所蔵数   10,199点（12月 1日現在）

  ※別紙「かわぐち電子図書サービス利用案内」

２ 来館困難者への宅配サービス（10 月 3 日からサービス開始）

 図書館への来館が困難な方へ郵送・宅配で図書館資料を提供するサービス。

サービスの概要

  ・利用対象  （ア）身体障害者手帳１級から３級の交付を受けている方

（イ）療育手帳の交付を受けている方

（ウ）精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

（エ）介護保険制度における要介護度の認定を受けている方

（オ）その他

・貸出点数  一般利用者の貸出数と同じ（対象資料は、川口市立図書館所蔵資料に限る）

  ・貸出期間  ４週間以内（配送に係る日数含む）

・送料負担  資料貸出時の送料は図書館負担、資料返却時の送料は利用者負担

  ※別紙「図書館の来館がむずかしい方へ郵送での宅配サービスを始めました！」

３ 貸出点数の変更（10 月 3 日からサービス開始）

  図書館資料の館外貸出の上限点数を変更。

変更の概要

現在 変更後

図書・雑誌・紙芝居 10冊以内

⇒
20冊以内

語学 CD・カセット 3点以内 3点以内
CD・DVD 3点以内 5点以内
電子図書 ― 3点以内

録音図書・点字図書 10点以内 20点以内
※録音図書・点字図書は、「点字・録音図書利用者」（視覚障害者）のみ貸出可

※予約点数も貸出点数と同じとする。










